
                   

条例の提案に対する意見の申出について（報告） 

 

 

 令和７年２月定例県議会に提案される福岡県職員の勤務時間、休

暇等に関する条例等の一部を改正する条例案について、別紙１のと

おり知事から意見を求められたため、福岡県教育委員会の事務委任

等に関する規則（昭和４２年福岡県教育委員会規則第６号）第４条

第１項の規定に基づき、臨時代理により、別紙２のとおり回答しま

したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めます。 

 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日

教 育 長 
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別紙１

2



別紙２

3



 

 

福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

 

 

１ 改正の理由 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次

世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第４２号）の制定に

伴い、時間外勤務の免除を請求できる職員の範囲を拡大するとともに、仕事と介護

の両立支援を強化するほか、所要の規定の整備を行うもの。 

 

 

 

２ 改正の概要 

（１）福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

  ①時間外勤務の免除 

現行 改正案 

３歳未満の子を養育する職員 小学校就学前の子を養育する職員 

 

②仕事と介護の両立支援の強化 

・介護に直面した旨を申し出た職員に対する個別の制度周知及び意向確認 

・職員に対する早期（４０歳時点）の情報提供 

・勤務環境の整備（研修の実施、相談体制の整備） 

 

（２）福岡県職員の育児休業等に関する条例及び福岡県専門医研修資金貸与条例 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第７６号）の引用条項を改めるもの。 

 

 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 
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福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案
要
綱 

 

第
一 

概
要 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関

す
る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
制
定
に
伴
い
、
時
間
外
勤
務
の
免
除
を
請
求
で

き
る
職
員
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
を
強
化

す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

第
二 

条
例
案
の
要
旨 

一 

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

育
児
を
行
う
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な

る
子
の
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
九
条
の
三
関
係
） 

㈡ 

配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向

確
認
等
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
二

関
係
） 

㈢ 

介
護
に
係
る
勤
務
環
境
整
備
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
る

も
の
で
あ
る
こ
と
（
第
十
九
条
の
三
関
係
） 

二 

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

改
正
法
の
制
定
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と

。
（
第
二
十
三
条
関
係
） 

三 

福
岡
県
専
門
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正 

改
正
法
の
制
定
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と

。
（
第
二
条
関
係
） 
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四 
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
） 
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第 
 

号
議
案 

 

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

右
の
条
例
案
を
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
。 

令
和
七
年 

 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
岡
県
知
事 

 

服
部 

誠
太
郎 

 
 

 

理
由 

 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六

年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
制
定
に
伴
い
、
時
間
外
勤
務
の
免
除
を
請
求
で
き
る
職

員
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
を
強
化
す
る
ほ
か

、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す

る
理
由
で
あ
る
。 
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福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

（
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
福
岡

県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
」
を
「
小
学
校

就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
定
め
る
者
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「

配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確

認
等
） 

第
十
九
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必

要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て

、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知

ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次

条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す

る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属

す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お

い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
当
該
職
員
が
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
九
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に
係
る
請
求

等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措

置 

 

（
福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
岡
県
条
例

第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
第
六
十
一
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
条
第
二
十
九
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
十
項
」
に
改
め
る

。 

 

（
福
岡
県
専
門
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
岡
県
専
門
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
（
令
和
二
年
福
岡
県
条
例
第
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
八
号
中
「
第
六
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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第 
 

号
議
案 

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
） 

〔
第
一
条
関
係
〕 

新
旧
対
照
表 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の

制
限
） 

第
九
条
の
三 

（
略
） 

２ 

任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る

職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を

養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の

業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
場
合
を
除
き
、
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の

他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を

営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に

規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求

し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も

の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十

七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に

規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜

（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該

当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
第
二
項

中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ

り
、
及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ

る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子

を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、

第
一
項
中
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か

ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」
と
、
第
二

項
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
正
常

な
運
営
を
妨
げ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
介
護
休
暇
） 

第
十
六
条 

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し

な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下 

    

改 
 
 

正 
 

 

案 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の

制
限
） 

第
九
条
の
三 

（
略
） 

２ 

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請

求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 
（
略
） 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を

営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に

規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求

し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も

の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十

七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に

規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜

（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該

当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
第
二
項

中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
及
び
前
項
中
「

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の

は
、
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
一
項
中
「
深
夜
に

お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時

ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」
と
、
第
二
項
中
「
当
該
請
求
を

し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
介
護
休
暇
） 

第
十
六
条 

介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し

な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下 

        

現 
 
 

 
 
 

 
 

行 

10



  

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
（
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支

障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
任

命
権
者
が
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の

申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一

の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と

い
う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す

る
意
向
確
認
等
） 

第
十
九
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の

介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、

当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又

は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度

等
」
と
い
う
。）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両

立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求

等
」
と
い
う
。）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面

談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た

日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

を
い
う
。）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
職
員
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該
職
員
が
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
九
条
の
三 

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に

係
る
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施 

二 

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

三 

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に

関
す
る
措
置 

改 
 
 

正 
 

 

案 

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に

支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、

任
命
権
者
が
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員

の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る

一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」

と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

    

（
新
設
） 

                

（
新
設
） 
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福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
号
） 

〔
第
二
条
関
係
〕 

新
旧
対
照
表 

  

（
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に

つ
き
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務

時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

（
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育

児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る

介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
（
以
下
「
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
」
と

い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間

又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な

い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る

。 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

（
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に

つ
き
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務

時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

（
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育

児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を
す
る
た

め
の
時
間
（
以
下
「
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
」
と
い
う
。
）
の
承

認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護

を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ

た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る
。 
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福
岡
県
専
門
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
（
令
和
二
年
福
岡
県
条
例
第
十
五
号
） 

〔
第
三
条
関
係
〕 

新
旧
対
照
表 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
七 

（
略
） 

八 

介
護
休
業 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を

行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

る
介
護
休
業
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
休
業
を
い
う
。 

 

改 
 
 

正 
 

 

案 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
七 

（
略
） 

八 

介
護
休
業 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を

行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

る
介
護
休
業
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
い
う
。 
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